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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
    
 （部分休業をすることができない職員） 

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 次のいずれにも該当する非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項に規定する短

時間勤務の職を占める職員を除く。） 

  ア 特定職に引き続き在職した期間が１

年以上である非常勤職員 

  イ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して墨田区規則で定める非常勤

職員 

 （部分休業の承認） 

第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時

間（前条第２号ア及びイのいずれにも該当

する非常勤職員のうち地方公務員法第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員

にあっては、当該会計年度任用職員につい

て定められた勤務時間）の始め又は終わり

において、３０分を単位として行うものと

する。 

２ 〔略〕 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき当該非常勤職員につい

て定められた１日の勤務時間から５時間４

５分を減じた時間を超えない範囲内で行う

ものとする。ただし、当該非常勤職員が勤

務時間条例第１８条第２項の規定に基づく

規則の規定による育児時間又は介護時間の

承認を受けて勤務しない場合における部分

休業の承認については、１日につき当該非

常勤職員について定められた１日の勤務時

間から５時間４５分を減じた時間から当該

育児時間又は当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内で行うものとする。 

 （部分休業における給与の減額） 

第１６条 職員が部分休業の承認を受けて勤

 〔同左〕 

第１４条 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の５第１項

又は第２８条の６第２項に規定する短時

間勤務の職を占める職員を除く。） 

 

    〔新設〕 

 

    〔新設〕 

 

 

 〔同左〕 

第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時

間の始め又は終わりにおいて、３０分を単

位として行うものとする。 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１６条 職員が部分休業の承認を受けて勤



 

務しない場合には、職員の給与に関する条

例（昭和３３年墨田区条例第１９号。以下

「給与条例」という。）第１５条第１項、

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成

１２年墨田区条例第２０号。以下「幼稚園

教育職員給与条例」という。）第１８条第

１項並びに会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例（令和元年墨田区条例

第 号。以下「会計年度任用職員給与条

例」という。）第９条第１項及び第２３条

第１項から第３項までの規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、給与条

例第１９条、幼稚園教育職員給与条例第２

１条並びに会計年度任用職員給与条例第１

３条及び第２７条に規定する勤務１時間当

たりの給与額（同条にあっては、報酬額）

を減額して給与を支給する。 

務しない場合には、職員の給与に関する条

例（昭和３３年墨田区条例第１９号。以下

「給与条例」という。）第１５条第１項及

び幼稚園教育職員の給与に関する条例（平

成１２年墨田区条例第２０号。以下「幼稚

園教育職員給与条例」という。）第１８条

第１項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、給与条例第１９条及び幼

稚園教育職員給与条例第２１条に規定する

勤務１時間当たりの給与額を減額して給与

を支給する。 

  

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


